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目

次

審
査
請
求
時
の
住
所　

東
京
都
日
野
市
三
沢
四
丁
目
二
十
三
番

五
号　

パ
レ
ス
ハ
イ
ツ
一
〇
二
号

現
住
所　

不
明

審
査
請
求
人　

玉
城　

弘
幸

二　

公
示
事
項

審
査
請
求
人
が
、
令
和
二
年
二
月
十
日
に
当
庁
に
提
起
し
た
審

査
請
求
に
つ
い
て
、
当
庁
は
、
令
和
六
年
三
月
六
日
付
け
で
裁
決

を
し
た
が
、
審
査
請
求
人
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
同
人
に
裁
決

書
の
謄
本
を
送
付
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
右
裁
決
書
の
謄
本
は
、

当
庁
（
総
務
局
総
務
部
法
務
課
）
に
お
い
て
保
管
し
、
い
つ
で
も

こ
れ
を
交
付
す
る
か
ら
、
審
査
請
求
人
は
当
庁
に
出
頭
の
上
受
領

さ
れ
た
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
五

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
港
区
三
田
一
丁
目

地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

告
　
　
　
示

○
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
公
示
送
達
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
法
務
課
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
都
道
の
区
域
変
更
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	

三

公
　
　
　
告

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
…
…
…
…

　

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…	

七

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
左
記
の
と
お
り
公
示

送
達
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　
　
　
　
　

記

一　

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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8
度
5
7
分
5
1秒
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番
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５
番
４
８ ５
番
４
９

港
区
三
田
一
丁
目

３
番
８
２

特
別
区
道
第
716号

線

特
別
区
道
第
1022号

線

特
別
区
道
第
261号

線

北

起
点
3

【凡
例
】：筆

境
界

：形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

 (令
和

5年
東
京
都
告
示
第

1225号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域

)

：単
位
区
画

：敷
地
境
界

：形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

起
点
4

別
図

別
図

〇
 
起
点
1：

3
度
5
4分

14秒

〇
 起

点
2：

15
度
8
分
37秒

〇
 
起
点
3：

7
度
1
7分

40秒

格
子
の
回
転
角
度
は
、
起
点
を
通
り
、
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向

に
引
い
た
線
並
び
に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
1
0m間

隔
で
引
い
た
線

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
格
子
を
、
起
点
を
中
心
と
し
て
、
右
回

り
に
回
転
さ
せ
た
角
度
を
示
す
。

地
点
名

X
座
標

Y
座
標

起
点

1

起
点

2

-38309.847
-8600.965

-38385.146
-8656.269

【起
点
】座

標
値
一
覧

 (令
和

6年
東
京
都
告
示
第

219号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域

)

※
起
点
の
座
標
は
、
測
量
法
（昭

和
24年

法
律
第

188号
）の

規
定
に
よ
り
、
世
界
測
地
系
座
標
計
算
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。

起
点

3
-38376.678

-8605.801

起
点

4
-38405.694

-8661.385

〇
 起

点
4
：
8
度
57分

51
秒

：形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

 (令
和

6年
東
京
都
告
示
第

714号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域

)

【格
子
の
回
転
角
度
】

北
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す
る
区
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一

路
線
名

霞
ヶ
関
渋
谷

二

変
更
の
区
間

港
区
六
本
木
六
丁
目
三
百
一
番
二
地
先
か
ら
同

区
西
麻
布
三
丁
目
百
五
十
九
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
二
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

別
　
図

　
都
道
霞
ヶ
関
渋
谷
線
区
域
変
更
略
図

　
　
港
区
六
本
木
六
丁
目
～
西
麻
布
三
丁
目

都
　
　
道

特
別
区
道

廃
止
区
域

　
延
長 

　    

三
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル

　
面
積
　
　 

二
八
〇
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線

三
〇
一
の
二

一
五
九

一
の
一

至
赤
羽
橋

至
東
麻
布

二
の
一

二
の
八

五
〇
二
の
一
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一

路
線
名

川
野
上
川
乗

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
檜
原
村
字
南
郷
六
千
三
百
四
十
四
番

一
地
内
か
ら
同
所
六
千
三
百
四
十
二
番
一
地
内

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
二
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

西多摩郡檜原村

字南郷

都道川野上川乗線

至川野 至上川乗

別
　
図西

多
摩
郡
檜
原
村
字
南
郷
地
内

都
　
　
道

編
入
区
域

延
長
　
　
一
〇
一
　
五
二
メー

ト
ル

面
積
　
　
八
四
八
　
五
三
平
方
メー

ト
ル

都
道
川
野
上
川
乗
線
区
域
変
更
略
図

至
上
野
原山梨県

棡原

上野原市

甲
武
ト
ン
ネ
ル

都
道
上
野
原
あ
き
る
野
線

南秋川橋

栗
坂
ト
ン
ネ
ル

都道川野上川乗線

西多摩郡檜原村

字南郷

至川野

至五日市

御籠橋

秋
川

区域変更箇所
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.0
9

18
.3
9

2
4.
94

1
7.
34
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3
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.0
6
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7
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.4
9

六
三
四
三
の
一

六
三
四
二
の
一

六
三
四
四
の
一

六
三
四
四
の
二
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一

路
線
名

川
野
上
川
乗

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
檜
原
村
字
南
郷
千
四
百
二
十
八
番
一

地
内
か
ら
同
所
千
四
百
三
十
三
番
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
二
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
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一

路
線
名

大
島
循
環

二

変
更
の
区
間

大
島
町
差
木
地
字
ゴ
ー
ノ
ー
二
百
三
番
地
内
か

ら
同
町
差
木
地
字
下
フ
ギ
九
十
八
番
一
地
内
ま

で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
二
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
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公
　
　
　
告

再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

名
称

千
住
大
川
端
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
部
分

　

	

足
立
区
千
住
関
屋
町
及
び
千
住
曙
町
各

地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
足
立
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

別図 
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〔東京都決定〕 

この地図は、国土地理院長の承認（平 29関公第 444号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝1:2,500）を使用（６都市基交第 1437号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。 

（承認番号）6都市基街都第 206号、令和 6年 10月 22日  （承認番号）6都市基交都第 54号、令和 6年 10月 24日 
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